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指名停止措置の概要 

 

１ 指名停止措置建設業者： 

福岡市博多区下呉服町９－２６ 

    九宝工業株式会社 

 

２ 指名停止の期間：  

令和７年１０月２１日 ～ 令和７年１１月２０日（１ヵ月間） 

 

３ 事実概要： 

九宝工業株式会社は、福岡市内における民間発注の新築マンション建設現場の一次下請負業者とし

て、掘削工事を施工する事業者であった。令和５年６月１５日、同社社員は、同建設現場において作業

員に作業を行わせるに当たり、掘削作業主任者として法令の定める資格を有する自身が選任され、法令

の定める職務内容について認識があったのにも関わらず、作業の方法を決定せず、かつ、作業を直接指

揮しないなど、作業主任者として法令の定める事項を行わなかったことにより、作業員が死亡する事故

が発生した。この件に関して、令和７年６月１８日、福岡簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反

により罰金２０万円、同社社員は同違反及び業務上過失致死の罪により罰金５０万円の略式命令を受

け、それぞれ刑が確定している。 

このことは、建設業法第２８条第 1項第３号に該当するため、監督処分（営業停止３日間）を受けた。 

これらの事実は「福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱」別表その２第１１号に該当

する。 

 

４ 指名停止の理由： 

「福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱」別表その２第１１号に該当することから、指

名停止１ヶ月間とする。 

 

【建設業法第２８条第１項】 

（指示及び営業の停止） 

 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場

合又はこの法律の規定（略）に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をす

ることができる。 

三 建設業者（建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等）又は政令で定める使用人

がその業務に関し他の法令（入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除

く。）に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。 

 

【指名停止措置要綱 別表その２第１１号】 

措 置 要 件 期  間 

（建設業法違反行為） 

１１ 建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当で

あると認められるとき（前号に掲げる場合を除く。）。 

 

当該認定をした日から

１ヶ月以上９ヶ月以内 

 


